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公益社団法人 栃木県看護協会 

 



(事業所の名称) 

第 3条 居宅介護支援事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

  １．事業者(主)の名称および所在地 

  

 

 

 

 

２ 指定事業所の名称および所在地 

 

 

(職員の職種、人数及び職務内容) 

第４条 支援事業所に勤務する職種、人数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、介護保険等関連

法規に定める基準の範囲内において適宜職員を増減することができるものとする。 

（１) 所長（管理者）  １名 

所長は、所属職員を指揮･監督し、適切な事業運営が行われるように管理する。 

但し、管理上支障が無い場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の

職務に従事することができるものとする。 

    （２）介護支援専門員：常勤１人以上、業務量に応じた人員を配置する。 

介護支援専門員は、サービス計画を作成し、居宅介護支援事業の提供にあたる。 

前 文 

居宅介護支援事業は、公益社団法人 栃木県看護協会の設立目的である、「人々の健康な生活

の実現」を具現化し、人々の健康と福祉の増進を図ることを目的として設置するものである。 

居宅介護支援事業は、加齢や疾病による障害等を有した人々が、最大限の社会的サービスを活 

用し、可能な限りその居宅において、安心してその人らしい生活ができるように居宅サービス計画の 

作成や相談等を通して療養生活を支援するものとする。 

(事業の目的)  

第１条 この規程は、公益社団法人 栃木県看護協会が事業趣旨にのっとり運営する“居宅介護支 

援事業所（以下「事業所」という。）の適正な運営を確保するために、人員および運営管理に関す 

る事項を定め，事業所の介護支援専門員が要介護状態にある者(以下「要介護者」という)に対し、 

適正な居宅介護支援を提供することを目的とするものである。 

（運営の方針） 

第２条 事業所の介護支援専門員は、可能な限りその居宅において、利用者やその家族等の有する

能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるよう支援する。又利用者の選択に基づき、適切

な保健・医療及び福祉サービスが受けられるよう、公正中立な居宅介護支援を行うものとする。 

（１）利用者の生命を尊重します。 

（２）人間としての尊厳及び個人の権利や利益を保護することに努めます。 

（３）利用者の選択に応えられる「質の高い」サービス計画の作成に努めます。 

（４）利用者の個人情報を保護し、信頼に応えるサービスの提供に努めます。 

（５）関係機関や多職種との密接な連携を図り、地域に根ざした事業の展開に努めます。 

事 業 者 名 公益社団法人 栃木県看護協会 

所 在 地 〒３２０－８５０３ 栃木県宇都宮市駒生町３３３７－１ 

代 表 者 名 朝野 春美 

電 話 番 号 ０２８（６２５）６１４１（代） 

事 業 所 名 称 (指定番号) 所 在 地 

別紙参照 別紙参照 



   

(営業日及び営業時間) 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次に定めるものとする。 

    (１）営業日 ：通常 月曜日から金曜日までを営業日とする。          

ただし、国民の祝日、看護協会で定める休日（１２月２９日～１月３日）を除く。 

    (２）営業時間：午前 ９時００分から午後 ５時００分までとする。 

        

(指定居宅介護支援の提供方法) 

第６条 居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。 

(１）要介護者やその家族等の相談・依頼を受け、保険者に届け出る。 

(２）依頼を受けた要介護者の主治医等と連絡・調整を行う。 

（３）居宅サービス提供事業所との連絡・調整を行う。 

（４）利用者に居宅サービス計画についての説明を行い同意を得る。 

 

 (指定居宅介護支援の内容) 

第 7条 居宅介護支援の内容はつぎのとおりとする。 

（１）プライバシーを確保出来る場所で、相談・支援の依頼などを受ける。 

（２）利用者の心身の状態・生活環境並びに利用者及び家族の希望を勘案し、アセスメントを行い

その結果に基づいて居宅サービス計画を作成する。 

（３）居宅サービスの実施に必要な事業所及び諸機関との連絡・調整を行う。 

（４）給付管理を行う。 

（５）サービスの実施状況を把握し、居宅サービス計画の評価・修正を行う。 

 

（緊急時等の対応方法） 

第８条 介護支援専門員は、サービス実施中に利用者の病状に急激な変化および緊急事態が生じた時 

は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行う。  

  主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等必要な処置を講ずるものとする。 

２ 介護支援専門員は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに所長および主治医に

報告する。 

３ 所長は、１項の報告に対し適切に対応するとともに必要に応じ事業者に報告する。 

 

（ハラスメントへの対応） 

第９条 利用者とともにサービス提供者の人権を守る観点から、ハラスメント等があった時には、所

長に報告し、サービスを中止するなど適切な措置を講じる。 

 

（虐待の防止） 

第１０条  虐待の未然防止、虐待の早期発見、虐待等への迅速かつ適切な対応を行う。 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 

（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（ICT等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。 

（２） 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 
（５） 身体的拘束等は行わないこととする。 

 

 



（苦情申し立て窓口） 

第１１条 利用者の苦情や相談事に対する速やかな対応を目的に、事業所の相談責任者・苦情受付担

当者及び関係諸機関の苦情申し立て窓口等を明示し、説明する。 

２ 寄せられた苦情や相談等は、事業所内及び関係諸機関と十分に検討し、適切に対処する。 

 

（利用料等） 

第１２条 当事業所が提供するサービスの利用料は、介護保険から給付され、利用者による支払いは  

生じないことを説明する。ただし介護保険料滞納等により、支払いが生じることがある。 

 ２ 第 13条に定める通常の営業地域を超える場合に限り、交通費等の実費を利用者から受け取るも

のとする。    

 ３ 事業所は、交通費等の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書および領収書

を交付する 

(通常の営業地域)  

第１３条 通常の営業地域は、次のとおりとする。 

 

 

 

（感染拡大・災害時の対応） 

第１４条  事業所は、契約の有効期間中、地震、台風、大雨又は感染拡大等の天災その他やむを得 

ない事情により居宅介護支援サービスの実施ができなくなった場合、感染症及び災害に係 

る業務継続計画に基づき速やかにサービス再開に努めるとともにこのような事態に備え平 

時より地域行政機関等との協力体制を整える。ただし、災害の状況によっては義務を負え 

ない場合がある。 

 

（個人情報の保護）  

第１５条 事業者及び職員は、居宅介護支援を提供する上で知り得た利用者及びその家族の個人情報 

を正当な理由なく第三者に漏らさない。この守秘義務は、職員が退職後も継続する。 

２    上記の個人情報は、同意を得ない限り、サービス担当者会議等において用いない。 

   

(その他の運営についての留意事項) 

第１６条 事業所は、社会的使命を十分に認識し、職員の質的向上を図るため研修等を実施するとと

もに、業務体制を整備する。 

２ 職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないように、退職後もこれらの秘密を保持するこ

とを、雇用契約の内容とする。 

３ 事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完結の日から介護保険等に規定

された期間、保管するものとする。 

  ４ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要項目は、 公益社団法人 栃木県看護協会    

における協議に基づいて定めるものとする。 

   

附 則 

この規程は平成１６年 ７月１日より施行する。 

この規程は平成１６年１２月１日より施行する。 

この規程は平成１８年 ４月 １日より施行する。 

この規程は平成２３年 ４月 １日より施行する。 

この規程は平成２４年 ４月 １日より施行する。 

 別紙参照 



この規程は平成２４年１２月１０日より施行する。 

この規程は平成２５年  ４月  １日より施行する。 

この規程は平成２６年  ２月  １日より施行する。 

この規程は平成２６年  ４月  １日より施行する。 

この規程は平成２６年 ８月  １日より施行する。 

この規程は平成２７年 ３月３０日より施行する。 

この規程は平成２７年 ４月 １日より施行する。 

この規程は平成２７年 ４月１０日より施行する。 

この規程は平成２７年１２月 １日より施行する。 

この規程は平成２８年 ４月 １日より施行する。 

この規程は平成２８年 ６月１８日より施行する。 

この規程は平成２８年１２月１日より施行する。 

この規程は令和  ２年  ３月 ５日より施行する。 

この規程は令和  ２年  ６月 ２０日より施行する。 

この規定は令和  ５年  ３月  １日より施行する。 

この規定は令和  ６年  ４月  １日より施行する。 

 


